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(54)【発明の名称】 医療器

(57)【要約】
【課題】  生体と接触することで、該生体に対して所定
の医療行為を行い、外部機器との通信を電気的に非接触
状態で行うことが可能な医療器を実現する。
【解決手段】  医療器としての診断具１０Ａ（生体診断
治療器）は、アンテナ１１及び制御部１２から構成され
るデータキャリア部１３（送信手段）と、センサ部１４
（機能実行部）とを有して構成される。前記制御部１２
は、前記アンテナ１１で受信される電磁波を電気エネル
ギに変換して電力を生成し、この生成した電力を前記セ
ンサ部１４に供給する電源機能を有すると共に、通信及
び機器全体を制御するコントロール部３１と、前記セン
サ部１４で検出される生体情報をＡ／Ｄ変換するＡ／Ｄ
変換器３２とから構成される。前記センサ部１４は、測
温素子３３及びこの測温素子３３に定電流を供給する定
電流回路３４から構成される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  生体と接触して所定の機能を実行する機
能実行部と、
前記機能実行部が保有する所定の情報を外部装置に対し
て非接触で通信する送信手段と、
を有することを特徴とする医療器。
【請求項２】  少なくとも１種類の生体情報を検出する
生体情報検出手段又は患部に対して少なくとも１種類の
処置を施す処置手段と、
アンテナを介して外部装置に対する通信を制御し、この
アンテナで受信する電磁波から電力を得て、前記生体情
報検出手段又は前記処置手段を駆動制御する手段と、
を具備し、生体内に埋め込むか、又は生体表面に貼り付
け、電気的に非接触にて駆動し、生体情報の検出及びこ
の検出結果の伝達、又は患部に対して処置を行うことを
特徴とする医療器。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、生体と接触し、該
生体に対して所定の医療行為を行うために用いる医療器
に関する。
【０００２】
【従来の技術】現在、医療器は、医療分野で広く用いら
れている。上記医療器は、例えば心電計、体温計など直
接人体表面に貼り付け又は体内に埋め込んで生体情報を
入手、診断するものが有る。また、上記医療器は、癌の
治療などで患部を４０℃～５０℃程度の温度に加温して
治療するものや、患部に直接薬を投与するものなど、直
接患部にアプローチして治療するものが有る。
【０００３】このような医療器は、より高度な診断や自
動化を進める上で、生体情報を電気信号でサンプリング
する、又は電気エネルギを別のエネルギ形態に変換して
治療するなど、電気機器による制御化が一般的になって
きている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記医
療器は、診断や治療において人体など生体組織に直接接
触させる場合、商用電源から電気的に絶縁することが要
求される。これを避けようとすると電池等のバッテリ式
になるなど、本体側の設計が制約されてしまう。また、
上記医療器は、電気信号を得たり電力を供給する電線を
電気機器本体と接続する接点も物理的に制限され、多数
のセンサや治療器などを同時に制御しようとすると、そ
の数に上限が発生してしまう。
【０００５】一方、上記医療器は、体内に埋め込んで使
用する機器などで、例えばペースメーカーの場合、体動
・呼吸数・心電図上の変化などを検知して心拍数を自動
設定するなど多機能化が進んでいるが、その動力源は未
だに定期交換が必要な電池等のバッテリが主流である。
上記ペースメーカーなど埋め込み式機器は、バッテリ交
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換のために再度切開が必要になるという問題やバッテリ
残量をチェックするために定期的に通院が必要という問
題もあった。ましてや、上記埋め込み式機器は、長期間
埋め込んで動作するために、使用者の年齢による体力の
衰えや体調などを考慮した柔軟性のある心拍数設定が困
難であるという問題もあった。
【０００６】本発明は、これらの事情に鑑みてなされた
ものであり、生体と接触することで、該生体に対して所
定の医療行為を行い、外部機器との通信を電気的に非接
触状態で行うことが可能な医療器を提供することを目的
とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】本発明の請求項１の医療
器は、生体と接触して所定の機能を実行する機能実行部
と、前記機能実行部が保有する所定の情報を外部装置に
対して非接触で通信する送信手段と、を有することを特
徴としている。また、本発明の請求項２の医療器は、少
なくとも１種類の生体情報を検出する生体情報検出手段
又は患部に対して少なくとも１種類の処置を施す処置手
段と、アンテナを介して外部装置に対する通信を制御
し、このアンテナで受信する電磁波から電力を得て、前
記生体情報検出手段又は前記処置手段を駆動制御する手
段と、を具備し、生体内に埋め込むか、又は生体表面に
貼り付け、電気的に非接触にて駆動し、生体情報の検出
及びこの検出結果の伝達、又は患部に対して処置を行う
ことを特徴としている。この構成により、生体と接触す
ることで、該生体に対して所定の医療行為を行い、外部
機器との通信を電気的に非接触状態で行うことが可能な
医療器を実現する。
【０００８】
【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明の実
施の形態を説明する。
（第１の実施の形態）図１ないし図６は本発明の第１の
実施の形態に係り、図１は本発明の第１の実施の形態を
備えた医療システムの全体構成を示す全体構成図、図２
は本発明の第１の実施の形態の医療器を示す説明概要図
であり、図２（ａ）は生体診断治療器としての診断具の
外観図、図２（ｂ）は同図（ａ）の回路ブロック図、図
３は図２の電磁誘導方式の診断具の断面分解図、図４は
図３の制御部及びセンサ部の回路ブロック図、図５はマ
イクロ波方式の診断具の断面分解図、図６は生体埋め込
み式体温センサの断面分解図である。
【０００９】図１に示すように本発明の第１の実施の形
態の医療器は、生体内に埋め込むか、又は生体表面に貼
り付け、データキャリアを利用して生体情報の検出及び
この検出結果の伝達、又は患部に対して処置を行う生体
診断治療器１Ａである。
【００１０】前記生体診断治療器１Ａは、通信を行うた
めの外部に設けた外部アンテナユニット２と、この外部
アンテナユニット２を介して前記生体診断治療器１Ａに
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3
設けた後述のデータキャリアとの通信を制御する通信制
御部３と、この通信制御部３の通信制御によって得た生
体情報を信号処理する信号処理部４とから医療システム
１を構成している。
【００１１】前記外部アンテナユニット２は、前記生体
診断治療器１Ａとの距離がこの生体診断治療器１Ａに内
蔵したデータキャリアの通信可能距離内になるよう配設
される。尚、前記外部アンテナユニット２は、図示しな
いが複数個用いても良い。
【００１２】前記信号処理部４は、モニタ６ａやプリン
タ６ｂ等の信号出力装置６と、キーボード７ａ等の信号
入力装置７とに接続可能である。これにより、前記医療
システム１は、測定の開始／終了といったシステム制御
と、得られた生体情報の変換／可視化を同時に行うこと
ができるようになっている。
【００１３】尚、前記生体診断治療器１Ａに内蔵される
データキャリアは、電池等のバッテリ内蔵タイプ（能動
形）とアンテナから電力を供給するタイプ（受動形）が
ある。しかしながら、データキャリアは、小型軽量安価
及びメンテナンス不要という点で、後者（受動形）の方
が有効である。
【００１４】以下、本実施の形態では、受動形のデータ
キャリアを用いた場合について説明する。尚、本実施の
形態では、データキャリアとしてRFID;（ Radio Freque
ncyIdentification ）方式を用いている。
【００１５】図２に前記生体診断治療器１Ａの概要図を
示す。尚、本実施の形態では、生体診断治療器１Ａとし
て、体温や心拍数、心電図などの生態情報をデータキャ
リアを利用して測定、診断して検出するようにした診断
具１０を用いて説明する。
【００１６】図２（ａ）に示すように前記診断具１０
は、例えば粘着剤により皮膚に吸着する、又は吸盤によ
り皮膚に吸着する吸着部１０ａを有し、この吸着部１０
ａの突出部１０ｂ内部に設けたセンサを確実に生体表面
に接触させつつ、その状態を維持するように構成され
る。
【００１７】図２（ｂ）に示すように前記診断具１０
は、前記吸着部１０ａ内部に配設しているアンテナ１１
と前記突出部１０ｂ内部に設けた制御部１２とで構成さ
れる送信手段としてのデータキャリア部１３と、前記突
出部１０ｂ内部に設けた機能実行部としてのセンサ部１
４とを有して構成される。尚、前記診断具１０の形状
は、図示した限りでなく、データキャリア部１３の機能
及びセンサ部１４の機能が満足する形状であれば良い。
【００１８】前記制御部１２は、後述するように前記ア
ンテナ１１で受信した電磁波から信号を取り出す機能及
び電力を得る機能を有している。また、前記制御部１２
は、前記アンテナ１１から得られた電力を前記センサ部
１４に供給して駆動制御し、得られた信号をデジタル化
して、外部に通信するように構成されている。
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【００１９】尚、データキャリアは、様々な方式が考案
されており、例えば本実施の形態では電磁誘導方式とマ
イクロ波方式（２．４５ＧＨｚの電波）である。前者
（電磁誘導方式）は、非導電性物質、例えば人体やプラ
スチックが外部アンテナユニット２とデータキャリア部
１３との間に入っても通信を阻害しないが、導電性物
質、例えば金属の影響を受けてしまう。また、後者（マ
イクロ波方式）は、物体（金属や人体）が外部アンテナ
ユニット２とデータキャリア部１３との間に入ると通信
を阻害してしまうが、データキャリア部１３裏面に金属
があっても通信に影響を与えない。従って、後述するよ
うにデータキャリア部１３を生体内に埋め込む場合、電
磁誘導方式が最適であり、本実施の形態のように体表面
に前記診断具１０を貼る場合はどちらも使用することが
できる。前記診断具１０は、吸着面の大部分を金属にす
る必要がある場合、マイクロ波方式、服を着たまま測定
したい場合は電磁誘導方式と、その使用目的と状況を考
慮して選択すれば良い。
【００２０】前記センサ部１４は、体温測定に使用する
場合は温度センサを用い、心拍測定に使用する場合はマ
イクロホンなどから構成される心拍センサを用い、心電
図測定に使用する場合は電位計などから心電センサなど
から構成される心電センサを用いる、など目的に応じて
多種のセンサを用いることができる。本実施の形態では
その中で温度センサを用いる場合について説明する。
【００２１】図３は、電磁誘導方式の診断具１０Ａの断
面分解図である。前記診断具１０Ａは、前記制御部１２
及び前記センサ部１４の電気回路を前記突出部１０ｂ及
び前記吸着部１０ａ内部に配設され、これら突出部１０
ｂ及び吸着部１０ａはカバー部材としての樹脂層２１で
被覆されている。尚、前記診断具１０Ａに用いられるカ
バー部材は、樹脂でなく紙などで形成しても良いが、絶
縁性が必要になること、また再利用の際は消毒滅菌が必
要になることから、防水耐薬品性のある樹脂で形成する
ことが有効である。また、前記樹脂層２１は、可撓性を
有することが有効である。また、前記樹脂層２１は、前
記アンテナ１１での電磁波の送受信を阻害しない材質で
形成せしめる。
【００２２】前記センサ部１４は、温度センサである。
この温度センサは、熱電対や白金などの測温素子など多
種あるが、本実施の形態では測温素子を用いている。前
記樹脂層２１の１つの面には、生体表面に吸着する吸着
面に粘着剤が塗布されて粘着層２２を形成している。ま
た、この吸着面側には、前記樹脂層２１及び前記粘着層
２２の前記センサ部１４付近に穴部が形成されており、
前記樹脂層２１と前記粘着層２２との間に挟まるように
して熱伝導層２３が設けられている。
【００２３】この熱伝導層２３は、前記診断具１０Ａが
生体表面に吸着する際に確実に生体表面と接触できるよ
うに、且つセンサ部１４と確実に接触できるように配設
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される。尚、前記熱伝導層２３は、熱伝導性の良い部材
であれば良いが、前述したように再利用の際の耐性から
薄い金属が適している。前記熱伝導層２３は、例えばＳ
ＵＳやチタン、アルミニュウム等の金属で形成すること
が有効である。また、前記熱伝導層２３は、柔軟性を有
する必要はない。また、前記熱伝導層２３に用いられる
金属は、前記アンテナ１１による通信を阻害することが
ないように、このアンテナ１１に極力影響のない位置に
配設している。
【００２４】図４は、電磁誘導方式の診断具１０Ａの回
路ブロック図である。前記診断具１０Ａに用いられる前
記制御部１２は、前記アンテナ１１で受信される電磁波
を電気エネルギに変換して電力を生成し、この生成した
電力を前記センサ部１４に供給する電源機能を有すると
共に、通信及び機器全体を制御するコントロール部３１
と、前記センサ部１４で検出される生体情報をＡ／Ｄ変
換するＡ／Ｄ変換器３２とから構成される。
【００２５】前記センサ部１４は、測温素子３３及びこ
の測温素子３３に定電流を供給する定電流回路３４から
構成される。これら定電流回路３４及びＡ／Ｄ変換器３
２は、前記制御部１２の前記コントロール部３１から電
源を供給されるようになっている。
【００２６】以下、このように構成された診断具１０Ａ
の動作について説明する。外部アンテナユニット２を介
して通信制御部３は、測定開始信号を無線で送信する。
すると、診断具１０Ａは、送信された測定開始信号をア
ンテナ１１を介してコントロール部３１が受信する。
【００２７】コントロール部３１は、アンテナ１１で受
信した電磁波により誘導電力を生成し、定電流回路３４
を介して測温素子３３に電流を供給する。そして、コン
トロール部３１は、測温素子３３の両端にかかる電圧値
をＡ／Ｄ変換器３２にてデジタルデータに変換して読み
込む動作を行う。
【００２８】ここで、測温素子３３は、温度により抵抗
値が変化する特性がある。この測温素子３３に熱伝導層
２３を介して体温が伝達されると、この体温により測温
素子３３の抵抗値が変化し、測温素子３３の両端にかか
る電圧値が変化する。この測温素子３３の両端にかかる
電圧値の変化から、体温を換算することができる。
【００２９】そして、Ａ／Ｄ変換器３２にて変換された
デジタルデータは、コントロール部３１の通信制御によ
り、送信信号に変調され、アンテナ１１を介して外部ア
ンテナユニット２へ送信される。
【００３０】送信されたデジタルデータは、外部アンテ
ナユニット２を介して通信制御部３で受信され、信号処
理部４で復調されて、モニタ６ａなどに体温情報として
表示される。尚、電圧値を温度に変換するのは、信号処
理部４でも良いし、コントロール部３１で行っても良
い。また、測温素子３３や定電流回路３４、Ａ／Ｄ変換
器３２の基準電圧など該システムには誤差がある。これ
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は、システム１つ１つが持つ決まった誤差であるので、
予めそれを補正する機能をコントロール部３１に有する
ようにしても良い。
【００３１】このように温度センサを設けることで、診
断具１０Ａは、体温を電気的非接触で測定することがで
きる。また、診断具１０Ａは、生体表面に吸着した小さ
いシール状の診断具であるため、データキャリアの通信
距離内という制限はあるが図１のように人が安静状態で
ある必要はない。また、この場合は動いている人にケー
ブルをつける必要もないなど、被験者や動物の動作を阻
害することもない。
【００３２】尚、上述した診断具１０Ａは、電磁誘導方
式の診断具である。次に、マイクロ波方式の診断具１０
Ｂを、図５を用いて説明する。図５は、マイクロ波方式
の診断具１０Ｂの断面分解図である。
【００３３】図５に示すようにマイクロ波方式の診断具
１０Ｂは、上述した電磁誘導方式の診断具１０Ａとほぼ
同様に構成されている。このマイクロ波方式の診断具１
０Ｂは、前記アンテナ１１により前記外部アンテナユニ
ット２とマイクロ波（２．４５ＧＨｚの電波）を送受信
するようになっている。
【００３４】また、このマイクロ波方式の診断具１０Ｂ
は、アンテナ指向性がアンテナ前面なので、アンテナ１
１裏面がデータ通信に対して寄与せず無関係である。こ
のため、マイクロ波方式の診断具１０Ｂは、金属膜の熱
伝導層２３を大きく形成することができる。この場合、
マイクロ波方式の診断具１０Ｂは、センサ面を大きくと
れるため、複数のセンサを配設することが容易となり、
測定誤差をより小さくすることが可能になる。
【００３５】勿論、これまで述べたように診断具１０
は、生体の体表面に吸着するだけでなく生体内部の診断
のために埋め込み型の診断具を構成することもできる。
埋め込み型の診断具は、目的とする部位や測定内容によ
り形状は多種考えられるが、基本的な構造はこれまで述
べてきたような構成であり、外表面が生体適合性があ
り、薬液や熱による滅菌に耐え、かつ電波透過性である
材質、例えばポリサルホンやフッ素コーティング等で形
成していれば良い。
【００３６】埋め込み型の診断具は、例えば、図６に示
すように皮膚の下に埋め込む生体埋め込み式体温センサ
１０Ｃである。図６は、生体埋め込み式体温センサ１０
Ｃの断面分解図である。
【００３７】図６に示すように生体埋め込み式体温セン
サ１０Ｃは、上記電磁誘導方式の診断具１０Ａとほぼ同
様に構成されている。しかしながら、生体埋め込み式体
温センサ１０Ｃは、上記電磁誘導方式の診断具１０Ａで
用いた粘着層２２を必要とせず、前記樹脂層２１及び前
記熱伝導層２３が生体適合性のある、例えばポリサルホ
ンやチタンで形成されたものであれば良い。
【００３８】（第２の実施の形態）図７及び図８は本発
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7
明の第２の実施の形態に係り、図７は本発明の第２の実
施の形態の医療器を示す説明概要図であり、図７（ａ）
は生体診断治療器としての治療具の外観図、図７（ｂ）
は同図（ａ）の内部に設けた電気回路を示す外観図、図
８は薬剤投与機能を有する治療具の説明概要図である。
【００３９】上記第１の実施の形態では、医療器として
生体診断治療器である診断具１０を用い、データキャリ
アを利用して生体情報の検出及びこの検出結果の伝達を
行うよう構成しているが、本第２の実施の形態では、医
療器として生体診断治療器である治療具を用い、データ
キャリアを利用して供給される電力を熱や電磁波、振動
などに変換することにより患部の治療を行うよう構成す
る。
【００４０】図７（ａ）に示すように生体診断治療器と
しての治療具４０は、生体内埋め込み式で熱による温熱
治療を行う治療具である。尚、この治療具４０の形状
は、図示した限りではない。前記治療具４０の外装部４
０ａは生体適合性があり、かつ滅菌が可能で、電磁波透
過性がある部材、例えば上述したポリサルホン等で形成
している。
【００４１】また、前記治療具４０の外装部４０ｂは、
内蔵する後述のヒータ部４３から熱を生体に伝達する部
分であり、電磁波透過性を必要としないので、チタンな
どの金属で形成している。この外装部４０ｂは、前記外
装部４０ａに内蔵される後述のアンテナ４１による電磁
波での送受信を妨げないように配設している。尚、前記
治療具４０は、図示しないが、上記第１の実施の形態で
説明したような外部アンテナユニット２と、通信制御部
３と、信号処理部４とから医療システムを構成するよう
になっている。
【００４２】図７（ｂ）に示すように前記治療具４０
は、無線の送受信を行うアンテナ４１及び電源機能とデ
ータ送受信及びヒータ制御を行う制御部４２で構成され
る送信手段としてのデータキャリア部４３と、機能実行
部としてのヒータ４４及び温度センサ４５とが内蔵され
て構成されている。尚、前記制御部４２、ヒータ４４、
温度センサ４５は、金属で形成する場合、前記アンテナ
４１でのデータ送受信を阻害しないような位置関係に構
成する。また、図示はしないがヒータ４４と温度センサ
４５と本体外表面とは、熱伝導性の良い部材で連結させ
て構成している。
【００４３】前記制御部４２は、上記第１の実施の形態
で説明した診断具１０Ａの制御部１２と同様に前記アン
テナ４１で受信される電磁波を電気エネルギに変換して
電力を生成し、この生成した電力を前記ヒータ４４及び
前記温度センサ４５に供給する電源機能を有すると共
に、通信及び機器全体を制御するようになっている。
【００４４】以下、このように構成された治療具４０の
動作について説明する。外部アンテナユニット２を介し
て通信制御部３は、測定開始信号を無線で送信する。す
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ると、治療具４０は、送信された測定開始信号をアンテ
ナ４１を介して制御部４２が受信する。
【００４５】制御部４２は、アンテナ４１で受信した電
磁波により誘導電力を生成して、ヒータ４４に電力供給
を開始する。発熱開始信号送信後、外部アンテナユニッ
ト２は電力用の電波を送り続け、この電波を電源として
制御部４２はヒータ４４を加熱し続ける。
【００４６】このとき、制御部４２は、温度センサ４５
の検出値をサンプリングし、一定温度になるようにヒー
タ４４への電力供給をオンオフ制御する。この温度は予
め制御部４２に設定値として記憶させておいても良い
し、外部から温度設定信号としてデータを送受信し、そ
の設定温度に合せて発熱できるようにしても良い。この
ヒータ４４の発熱終了は、外部アンテナユニット２を介
して通信制御部３から無線で送信される発熱停止信号を
アンテナ４１を介して制御部４２が受信することで、制
御部４２がヒータ４４への電力供給をオフにするように
なっている。
【００４７】また、このヒータ４４の発熱終了は、電力
がなくなれば自然に発熱が停止するため、外部アンテナ
ユニット２から電波を送るのを停止しても良い。この場
合、治療具４０は、制御部４２にパワーオンリセット機
能とコンデンサなどで瞬間停電対策機能を付与させて構
成することで、再度電波が送られてきたときの誤動作を
防ぐことができる。
【００４８】このように治療具４０は、患部、例えば癌
などの病変部に埋め込み、必要なときに上述した動作で
温熱治療を行うことができるので、カテーテルなどを患
部に挿入し温熱治療する手技と同様の効果を得ることが
できる。また、治療具４０は、カテーテルなどを患部に
挿入するために生体に穴を確保する必要もなく、生体内
への設置と除外の２回の外科的手術のみで治療が可能で
あるため、人や動物に対するダメージも軽減できる。
【００４９】勿論、このような生体診断治療器としての
治療具は、生体内に埋め込み、熱を与えるだけでなく、
上記第１の実施の形態で説明した診断具１０Ａと同様に
体表面に貼り付けて使用するような構成でも良いし、ま
た、別のエネルギ、例えば電磁波や振動なども与えるよ
うに構成しても良い。
【００５０】例えば、上記第１の実施の形態で説明した
診断具１０Ａのように体表面に貼る治療具で、小型モー
タやＵＳ振動子などで振動を加えれば、例えば肩こりな
どの低減を目的とする治療具が構成できる。また、この
場合、上記第１の実施の形態で説明したような診断機能
を盛り込んでも良い。
【００５１】尚、このような生体診断治療器としての治
療具は、図８に示すように薬剤投与機能を有しているも
のでも良い。図８は、薬剤投与機能を有する治療具５０
である。図８に示すように治療具５０は、容器５１の内
部にしきい５２を配設し、薬剤を保管する複数の保管室
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9
を形成している。尚、図中では４つの保管室を形成して
いる。そして、前記容器５１は、薬剤を保持するために
上部及び底部に蓋５３ａ、５３ｂを取り付けるようにな
っている。底部の蓋５３ｂは、薄膜で形成している。
【００５２】前記治療具５０は、無線の送受信を行うア
ンテナ５４及び電源機能とデータ送受信を行う制御部５
５で構成される送信手段としてのデータキャリア部５６
と、この制御部５５の底部に接続される機能実行部とし
ての例えば形状記憶合金５７とが前記容器５１に内蔵さ
れて構成されている。
【００５３】前記形状記憶合金５７は、前記制御部５５
から電流が印加可能に構成されており、前記制御部５５
から電流が印加されると変形力によって前記薄膜５３を
破るような位置関係に配設されている。尚、前記データ
キャリア部５６と前記形状記憶合金５７とは、前記容器
５１にインサート成形等により一体成形で形成されるよ
うになっている。また、図示しないが、前記治療具５０
は、上記治療具４０と同様に外部アンテナユニット２
と、通信制御部３と、信号処理部４とから医療システム
を構成するようになっている。
【００５４】このように構成された治療具５０の動作を
説明する。外部アンテナユニット２を介して通信制御部
３は、薬剤投与信号を無線で送信する。すると、治療具
５０は、送信された薬剤投与信号をアンテナ５４を介し
て制御部５５が受信する。
【００５５】制御部５５は、アンテナ５４で受信した電
磁波により誘導電力を生成して、形状記憶合金５７に電
流を供給する。すると、形状記憶合金５７は変形伸張
し、薄膜５３の一部を破って、保管室に注入されている
薬剤を容器５１の外側に流れ出るようにする。この際、
どの保管室に該当する薄膜５３を破るのかを外部から、
また、既にどの薄膜５３を破ったかをデータキャリア部
５６から送受信するようにしておく。尚、データキャリ
ア部５６は、例えばＥＥＰＲＯＭ（ Electrically Eras
able and Programmable ROM ）などの記憶機能を内蔵し
て上記情報を記憶するように構成しても良い。
【００５６】このように治療具５０は、保管室の数や容
器の大きさなどに制限はされるものの、前述した治療具
４０と組み合わせてこの治療具４０に薬剤投入機能を付
与させることもでき、例えば癌組織の熱と投薬による直
接的な治療を行うこともできる。
【００５７】この結果、本第２の実施の形態では、非接
触にて電磁波というエネルギ形態を別形態として生体に
与えることができるため、生体の外表面又は内部の患部
に直接治療具を設置し、非接触による患部への直接エネ
ルギ投与が可能となる。
【００５８】また、本第２の実施の形態では、予め薬剤
を治療具に内蔵させておくことで、薬剤の投与も行うこ
とができる。従って、本第２の実施の形態では、患部の
直接治療が確実になされるばかりか、生体内埋め込み式
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の場合、更にカテーテルを患部にアプローチさせる苦痛
を常に強要することもなく、長期にわたる治療が可能と
なる。
【００５９】（第３の実施の形態）図９は本発明の第３
の実施の形態に係る医療器を示す回路ブロック図であ
る。本第３の実施の形態では、上記第１、第２の実施の
形態の医療器としての生体診断治療器とは異なり、医療
器として電池等のバッテリ式で動作する生体内埋め込み
機器にデータキャリア機能を利用し、外部から非接触で
機器の動作状態やバッテリ残量などの情報を読み取り、
また動作条件などを設定できるようにしたものである。
本実施の形態では皮下に埋め込んで使用するペースメー
カを例にして説明する。
【００６０】図９に示すようにペースメーカ６０は、電
池等のバッテリ６１と、無線の送受信を行うアンテナ６
２及びデータ送受信を行う制御部６３で構成される送信
手段としてのデータキャリア部６４と、機能実行部とし
ての各種センサ部６５及び電極６６とを内蔵し、前記各
種センサ部６５の信号に基づき前記制御部６３が最適な
心拍数を設定して、電極６６から心臓を鼓動させる電気
信号を送るように構成されている。
【００６１】前記制御部６３は、上記第１の実施の形態
で説明したようにデータ通信の制御機能を内蔵して構成
され、前記アンテナ６２を接続している。また、前記制
御部６３は、各種センサ部６５からの信号を受信して、
心拍数を設定する心拍数設定機能を有している。更に、
前記制御部６３は、前記バッテリ６１の残量を計測する
バッテリ残量チェック機能を有している。尚、前記アン
テナ６２は、金属による通信障害が起きる場合、ペース
メーカ６０と別体として構成し、有線で前記制御部６３
とアンテナ６２とを接続するように構成しても良い。し
かしながら、前記アンテナ６２は、ペースメーカ６０に
内蔵するように構成することが有効である。尚、前記ペ
ースメーカ６０は、図示しないが、上記治療具４０と同
様に外部アンテナユニット２と、通信制御部３と、信号
処理部４とから医療システムを構成するようになってい
る。
【００６２】このように構成されたペースメーカ６０の
動作を説明する。例えば、バッテリ残量情報を入手した
い場合、外部アンテナユニット２を介して通信制御部３
は、バッテリ残量読込信号を無線で送信する。すると、
ペースメーカ６０は、送信されたバッテリ残量読込信号
をアンテナ６２を介して制御部６３が受信する。
【００６３】制御部６３は、アンテナ６２で受信したバ
ッテリ残量読込信号に基づき、内蔵するバッテリ残量チ
ェック機能によりバッテリ残量を計測し、この計測した
情報を通信制御により、アンテナ６２を介して外部アン
テナユニット２に送信する。
【００６４】また、ペースメーカ６０は、長期に渡って
使用するため、加齢による心拍数設定パラメータを変更
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したい場合、外部アンテナユニット２を介して通信制御
部３から無線で送信された心拍数パラメータ変更信号及
びこのパラメータ信号をアンテナ６２を介して制御部６
３が受信する。すると、制御部６３は、アンテナ６２で
受信した心拍数パラメータ変更信号に基づき、内蔵する
心拍数設定機能の演算パラメータを受信したパラメータ
信号に変更するようになっている。
【００６５】この結果、本第３の実施の形態では、生体
内に埋め込んだ器具とのデータ送受信を非接触にて行う
ことができるので、メンテナンスチェックのために器具
を生体内から取り出す必要もなく、使用者のダメージを
低減することができる。また、本第３の実施の形態で
は、容易に情報収集やパラメータ設定ができるので、外
部通信装置さえあれば個人での管理が可能となり、定期
点検のために病院に通院する必要もなく、年齢や体調に
合せて器具の動作条件を容易に設定することが可能とな
る。
【００６６】尚、上述した実施の形態は、無線によるデ
ータ送受信及び電力供給が行えるデータキャリアシステ
ムを利用して、電気的な非接触による生体組織の治療や
診断、及び生体内に埋め込んで使用する電気機器に付与
して機器の動作状況を読み込み、また動作パラメータを
設定できるものであれば、図示した構造や形状に限った
ものではない。
【００６７】ところで、上記第１、第２の実施の形態で
説明した診断具や治療具等の医療器は、複数用いて医療
システムを構成することができる。このような医療シス
テムは、医療器を複数個同時に制御する場合、それぞれ
の機器と、外部アンテナ２を介して通信制御部３及び信
号処理部４等の外部ユニットとのデータ送受信に対して
混線する虞れが生じる。
【００６８】そこで、図１０に示すように医療システム
７０は、医療器７１の内蔵するデータキャリア部７２毎
にＩＤ機能を設けて構成する。図１０は、ＩＤ機能を設
けた医療システム７０のシステム構成図である。
【００６９】図１０に示すように医療システム７０は、
それぞれの医療器７１の内蔵するデータキャリア部７２
毎にそれぞれ異なるＩＤを記憶させておくようにする。
そして、医療システム７０は、外部ユニット７３に対し
て、例えば図１で説明したキーボード７ａ等の入力装置
で手動入力或いは、生体への装着前にＩＤ自動読取動作
を行うようにする。この場合、医療システム７０は、外
部ユニット７３に同時に制御する医療器７１の数及び機
能などを予め既知な状態としておく。
【００７０】その後、医療システム７０は、外部ユニッ
ト７３から制御したい医療器７１に対して、この医療器
７１の内蔵するデータキャリア部７２のＩＤを付与した
送信信号、例えば発熱開始信号等のデータの前にＩＤデ
ータを付与した送信信号を送信する。すると、ＩＤデー
タを付与された送信信号は、医療器７１のデータキャリ*

12
*ア部７２で受信され、医療器７１は所望の動作を行う。
尚、データキャリア部７２は、ＩＤデータとー致する信
号のみを正規の信号として受け入れるように構成されて
いる。また、医療器７１は、データキャリア部７２から
外部ユニット７３へ送信する信号にも同様にＩＤデータ
を付与させるように構成している。
【００７１】このことにより、医療システム７０は、複
数の医療器７１の内蔵するデータキャリア部７２との誤
動作がない同時通信が可能となる。尚、医療システム７
０は、医療器７１の内蔵する個々のデータキャリア部７
２毎に共振周波数を変えておくことで個々の医療器７１
を識別するように構成しても良い。この結果、医療シス
テム７０は、同時に複数の診断具及び治療具等の医療器
７１を制御することが可能となり、システムとしての適
用範囲が広がる利点がある。
【００７２】尚、本発明は、以上述べた実施形態のみに
限定されるものではなく、発明の要旨を逸脱しない範囲
で種々変形実施可能である。
【００７３】［付記］
（付記項１）  生体と接触して所定の機能を実行する機
能実行部と、前記機能実行部が保有する所定の情報を外
部装置に対して非接触で通信する送信手段と、を有する
ことを特徴とする医療器。
【００７４】（付記項２）  少なくとも１種類の生体情
報を検出する生体情報検出手段又は患部に対して少なく
とも１種類の処置を施す処置手段と、アンテナを介して
外部装置に対する通信を制御し、このアンテナで受信す
る電磁波から電力を得て、前記生体情報検出手段又は前
記処置手段を駆動制御する手段と、を具備し、生体内に
埋め込むか、又は生体表面に貼り付け、電気的に非接触
にて駆動し、生体情報の検出及びこの検出結果の伝達、
又は患部に対して処置を行うことを特徴とする医療器。
【００７５】（付記項３）  少なくとも１種類の生体情
報を検出する生体情報検出手段又は患部に対して少なく
とも１種類の処置を施す処置手段と、アンテナを介して
外部装置に対する通信を制御し、このアンテナで受信す
る電磁波から電力を得て、前記生体情報検出手段又は前
記処置手段を駆動制御する手段と、を具備し、生体内に
埋め込むか、又は生体表面に貼り付け、電気的に非接触
にて駆動し、前記生体情報検出手段又は前記処置手段に
対する動作状況の読み取り又は動作パラメータの設定を
行うことを特徴とする医療器。
【００７６】
【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、生
体と接触することで、該生体に対して所定の医療行為を
行い、外部機器との通信を電気的に非接触状態で行うこ
とが可能な医療器を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態を備えた医療システ
ムの全体構成を示す全体構成図
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【図２】本発明の第１の実施の形態の医療器を示す説明
概要図
【図３】図２の電磁誘導方式の診断具の断面分解図
【図４】図３の制御部及びセンサ部の回路ブロック図
【図５】マイクロ波方式の診断具の断面分解図
【図６】生体埋め込み式体温センサの断面分解図
【図７】本発明の第２の実施の形態の医療器を示す説明
概要図
【図８】薬剤投与機能を有する治療具の説明概要図
【図９】本発明の第３の実施の形態に係る医療器を示す
回路ブロック図
【図１０】ＩＤ機能を設けた医療システムのシステム構
成図
【符号の説明】 *
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*１            …医療システム
１Ａ          …生体診断治療器（医療器）
２            …外部アンテナユニット
３            …通信制御部
５            …信号処理部
１０，１０Ａ，１０Ｂ…診断具
１１          …アンテナ
１２          …制御部
１３          …データキャリア部（送信手段）
１４          …センサ部（機能実行部）
３１          …コントロール部
３２          …Ａ／Ｄ変換器
３３          …測温素子
３４          …定電流回路

【図１】 【図２】

【図３】

【図５】 【図６】
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【図４】 【図７】

【図８】 【図９】

【図１０】
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